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事務局としての活動
（健康経営優良法人認定事務局）
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ポータルサイト「ACTION！健康経営」

「申請について」の詳細はココから↓

「地域の取り組み」の詳細はココから↓
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ポータルサイト「ACTION！健康経営」～申請について
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申請についてページ

・申請期間
・申請から認定までの流れ
（「健康経営優良法人」の認定フロー）

・新規ID発行
・認定申請料
・スケジュール
・中小規模法人部門への申請
・申請に関する資料等
└認定要件
└申請区分
└サンプル
└申請料のお支払い

・よくある質問



ポータルサイト「ACTION！健康経営」 ～新規ID発行

初めて申請する場合＝新規ID発行

過去に申請したことがある場合
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過去に登録したメールアドレス宛に申請ご案内メール
が届きます。
必ずメールをご確認ください。



ポータルサイト「ACTION！健康経営」 ～地域の取り組み
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地域での宣言事業、自治体による顕彰制度のほか
入札加点、ローン金利優遇、その他の支援を掲載。



ポータルサイト「ACTION！健康経営」 ～はじめよう！健康経営

まだ健康宣言事業に参加していない場合

保険者にお問い合わせを！
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保険者の宣言事業実施が

・無い場合
・よくわからない場合

自治体へお問い合わせを！



健康経営の実践に向けた
お役立ち情報
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ポータルサイト「ACTION！健康経営」 ～実践レポート

事例・調査
＞事例・レポート

「実践レポート」で検索
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9

フィードバックシート
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健康経営コンサルティング自己宣言企業リスト

健康経営コンサルティング自己宣言を
実施・WEB公開している企業を
掲載しています。（80社 9月時点）



健康経営アドバイザー

健康経営アドバイザー
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健康経営アドバイザーは、健康経営の必要性
を伝え、自社内の健康経営への取り組みに
必要な情報を提供し、健康経営の実践への
きっかけを作る普及・推進者です。

健康経営エキスパートアドバイザー

健康経営エキスパートアドバイザーの役割は、
健康経営に取り組む上での課題を抽出・整理
した上で、その課題解決に必要な取り組みを
企業等に提案するとともに、その実践を具体
的にサポートすることです。
【研修受講資格】
１）健康経営アドバイザー認定者（認定期間が有効の者に限る）
２）所定の有資格者または所定の実務経験者
※健康経営エキスパートアドバイザー研修は
「知識確認テスト」と「ワークショップ」からなり、両方の
合格者を健康経営エキスパートアドバイザーとして認定します。

【出所】東京商工会議所提供資料より



健康経営優良法人2025
申請について
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改訂のポイント
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• 今年度施策の方向性を踏まえ、健康経営度調査及び申請書においては、
下記事項を改訂します。

1健康経営の可視化と質の向上

【大規模】PHRの活用促進（新設）

【大規模】40歳未満の従業員に関する健診データの提供

【大規模】質の向上に向けた意識醸成（配点バランスの修正）

【大規模】柔軟な働き方の促進（小項目追加）

【中小規模】ブライト500申請法人フィードバックシート公開

【中小規模】新たな顕彰枠の拡大

2新たなマーケットの創出
【大規模】海外法人を含めた健康経営推進に関する実態把握

（アンケート）

3健康経営の社会への浸透・定着

【大規模】育児・介護と就業の両立支援（設問分離）

【大規模】常時使用しない非正社員等を対象に含めた企業の評価（新設）

【大規模】若年層からの健康意識の啓発 プレコンセプションケア（アンケート）

【中小規模】小規模法人への特例制度の導入（認定要件緩和）

【中小規模】健康宣言事業未実施の国保・共済組合等加入法人への対応

※【大規模】については令和6年度健康経営度調査を改訂予定
【中小規模】については健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）
認定申請書を改訂予定



①ブライト500申請法人フィードバックシートの公開
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• ブライト500の認定意義には他社の模範となることが含まれており、中小企業
においても、自社の取組内容や立ち位置を公開することで、より一層の取組の
充実や裾野拡大に繋がることが期待されています。

• そのため今年度より、ブライト500申請法人に対して、フィードバックシート
の公開を求めることとしました。

• ただしその際、フィードバックシートを公開する条件を選択できる問いを設け
ることで各法人の意向を確認します。
（健康経営度調査における意向確認と同様の設計です）。

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）認定申請書 修正案（赤字箇所）



②新たな顕彰枠の設定
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• 通常の認定からのステップを明示する目的で、ブライト500と通常認定の
間に新たな冠（ネクストブライト1000）を設け、
ブライト500、ネクストブライト1000、通常認定の3層構造とします。

新たな顕彰枠拡大の狙いと方向性

健康経営優良法人

ブライト500 （現行）

✓ 申請法人数の増加に伴い、上位層の差
が縮まっているため、ブライト500以
外も顕彰する

✓ 通常認定に留まらずに「次はブライト
を目指してほしい」との意図を込めた
名称で、健康経営の質を高めるにあ
たっての道筋を明示

Hop!

Step!

Jump!!

ネクストブライト1000
（新設）

ブライト500と通常認定の間に位置する冠を
新たに新設し、ブライト500と同様の認定方
法で上位501位～1500位を選定する



③小規模法人への特例制度の導入（特例内容）
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• 小規模法人に対する健康経営優良法人の申請間口を拡大し、従業員数の
少ない法人に対して、取組の実態に合わせた健康経営の推進を促すにあたり、
認定要件を低減した特例を設けます。

従業員数の少ない法人向けの特例認定要件案
（参考）

中小規模法人 認定要件

評価項目「④管理職または従業員に対する
教育機会の設定」～「⑦私病等に関する復
職・両立支援の取り組み」

評価項目「⑧保健指導の実施または特定保
健指導実施機会の提供に関する取り組み」
～「⑮喫煙率低下に向けた取り組み」

評価項目「①従業員の健康診断の実施」～
「③50人未満の事業場におけるストレスチェッ
クの実施」

健康経営の具体的な推進計画

2項目以上

1項目以上

4項目以上

必須項目

評価項目 2025

3(1)

3(2)

3(3)

（4項目中）
1項目以上

（８項目中）
3項目以上

（4項目中）
2項目以上

1項目以上

3項目以上
※当時の評価項目

数は7項目

2項目以上

2024 2020



③小規模法人への特例制度の導入（対象法人）
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• 本特例の対象は、中小企業基本法における小規模事業者及びその他法人格に
おける従業員数5人以下の法人に限定します。

• 裾野拡大と質の維持・向上の観点から目的に合った活用がなされているかに
ついて検証するため、本特例制度は試験的な導入とし、3年以内に見直す
ものとします。

特例制度の対象法人

対象 業種・法人 従業員数

中小企業基本法に
おける

小規模事業者

製造業その他 20人以下

卸売業・小売業・サービス業 5人以下

その他

士業法人・特定非営利活動法人・
医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者・
社団法人、財団法人、商工会議所・商工会・

公法人、特殊法人

5人以下



④健康宣言事業未実施の国保組合・共済組合等加入法人への対応
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• 健康宣言事業を実施していない一部国保組合・共済組合等の加入法人におい
て、申請法人を取り巻く環境に配慮し、自治体での宣言事業実施の有無にか
かわらず自己宣言を認めることとします。

健康宣言の実施に関する適合分類表（国民健康保険組合・共済組合等加入の場合）

✓ 自治体で実施している宣言事業については、自治体からの積極的な広報・周知が行われていないケースも多々
あり、申請法人自体で情報を把握することが難しくなっています。

✓ 自治体での宣言事業では参加期間が限られている場合があり、健康経営の本質とは関係のない部分で健康経営
に取り組めない法人が生じています。

✓ 近年、保険者と自治体が共同で実施している健康宣言事業などが登場し、申請者で実施主体を判別するのが困
難となってきており、意図しない不認定が生じてしまう可能性が高まっています。

申請法人の実態

健康宣言事業を実施
していない国民健康
保険組合・共済組合、
その他加入の場合

自治体の健康宣言事業に参加している

(自治体の宣言事業実施有無にかかわらず)

自社で健康宣言を行っている

自治体の宣言事業に参加していない
・

自社での健康宣言を実施していない

適合

適合
※昨年度までは所在地の自治体
宣言がある場合不認定としていた

不適合



令和６年度 認定フロー図
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令和６年度健康経営顕彰制度のスケジュール
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健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）認定基準

21



健康経営の実践
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健康経営は「経営」

貴社の企業理念は？

今、どんな状態？要因は？

課題は？

健康経営で叶えたいことは？

将来、どんな会社にしていく？
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地域でつながりあう健康経営

保険者

自治体

地域の医療関係者 地域の金融機関

地域の経済団体
地域における

健康経営推進の連携モデル

企業

企業 企業企業

企業 コラボヘルス

健康経営を支える商品・サービスの成長/拡大

商品

商品

商品

商品

商品

サービスサービス

サービス サービス

健康

機能
地
域
活
性
・
経
済
活
性

連携が、地域の健康と機能と経済力を高める

令和元年「地域と職域の連携に向けたヘルスケア産業政策の推進について」（経済産業省）より加工して作成 24



健康経営を支える多彩な地域窓口
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支援機関名称 概要

大阪商工会議所

中小企業振興部 経営相談室
TEL：06-6944-6451

健康経営のＰＤＣＡサイクル支援

健康経営優良法人取得に関する相談に専門家がお応えする相談窓口を開設しています。

開催日時 毎月第３水曜日
開催時間 １３：００～１７：００ ※事前完全予約制の個別相談形式
場所 大阪商工会議所 会議室

全国健康保険協会 大阪支部
（協会けんぽ大阪支部）
TEL：06-7711-4300

大阪支部「健康宣言」（協会けんぽ大阪支部加入事業所のみ対象・参加無料）

健康宣言に参加すると、会社の健康度がわかる「事業所（業態別）カルテ」が毎年発行されるほか、健康をテーマと
した情報誌の定期発送（年４回）、他社事例なども掲載された専用WEBサイトが利用できます！（すべて無料）
そのほかにも健康経営に関する無料セミナーや、健康づくりに関する無料の講師派遣など、さまざまな支援メニュー
をご用意しております。ぜひ、ご利用ください。

枚方市健康福祉部健康づくり課
TEL：072-841-1458

ひらかた健康優良企業
健康づくりに取り組む意思がある市内企業（本社・支社問わず）に対して、枚方市が取組を支援する制度健康講座の
開催や、各種ツールの提供、情報提供などを無料で実施

3者連携事業
枚方市、全国健康保険協会大阪支部、明治安田生命保険相互会社大阪東支社で市内企業の健康経営の推進に関する
「３者連携事業」を展開
ダイレクトメールを郵送（協働チラシと健康宣言を同封）
各社の関係のある企業へお互いの取組を周知
各種会議体での普及における「研修会」を協働して開催 など

八尾市健康まちづくり科学セン
ター
TEL：072-994-0665

3者連携事業

明治安田生命保険相互会社と「健康経営の推進に係る八尾市健康まちづくり共創協定」を締結するとともに、
全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部とも連携し、公民連携で市内事業所の健康経営を推進していきます。
ぜひ、サポート制度を活用して、健康経営に取り組みましょう！


